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１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議事 

(1) 市内における犯罪の概況について 

(2) 防犯カメラに関する施策について 
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 議事１ 市内における犯罪の概況について  

１ 概況 

（１）刑法犯認知件数の推移（全国、県、市） 

   ・全国における刑法犯認知件数は、平成 14 年にピーク (285 万 4,061 件) を迎え、その後減少を

続けていたが、令和 4 年は 20 年ぶりに増加に転じた。 

   ・佐賀県においても、令和 4 年は増加に転じている（平成 23 年以来）。 

   ・佐賀市においては減少傾向が続いており、令和 4 年も前年⽐で減少している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）罪種別刑法犯認知件数の推移 

  ・罪種別では、例年⾃転⾞盗・万引き等の「窃盗犯」が最も多く、全体の約７割を占めている。 

  ・罪種全体として横ばい⼜は減少傾向にあるものの、詐欺等の「知能犯」のみ令和３年以降増加傾向に

転じている。 
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（３）高止まり・増加傾向にある事案 

   ・全体の刑法犯認知件数が減少傾向にある中で、児童等への声かけ・つきまといの発生件数は、高止

まりの傾向にある。 

   ・また、DV、ストーカーについても、近年増加傾向にあり、コロナ禍における巣ごもりの影響があるものと考

えられる。 

   ・同じくコロナ禍の巣ごもりを狙ったと思われるニセ電話詐欺の発生件数も、近年増加傾向にある。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 52 56
41 37

20 14
19

20 25

67 66
75

61 62

0

20

40

60

80

H30 R1 R2 R3 R4

佐賀市 声かけ・つきまとい発生件数の推移

声かけ つきまとい

件 

6 
5 

10 
18 

241 

707 

1,649 
1,320 

0

500

1,000

1,500

2,000

0

5

10

15

20

R1 R2 R3 R4

佐賀市 ニセ電話詐欺の発生件数・被害額の推移

件数 被害額

件 万円 

２ 

108 97 98 106 123

85 85
123 126 121

193 182
221 232 244

0

50

100

150

200

250

300

H30 R1 R2 R3 R4

佐賀市 DV・ストーカーの警察への相談件数の推移

DV ストーカー

件 



 

（４）SNS 等を使った詐欺の状況 

   ・SNS やマッチングアプリ等を利⽤した詐欺の被害も近年急増している。 

   ・⼿法としては、SNS 等で異性や外国⼈を名乗り、相⼿の気を引いた上で、投資話（暗号資産、FX

等）を呼び掛けているものが多い。 

   ・被害者の年齢層も、ニセ電話詐欺の被害者よりも幅広い年代が被害にあっている。 

  

  ≪佐賀市内における令和 4 年中の被害状況≫ 

    

 

 

 

 

 

 

  ≪令和 4 年中の被害者の年代別発生件数≫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⼿法 件数 被害額

SNS 7件 約716万円

マッチングアプリ 8件 約1億378万円

出会い系サイト 1件 約18万円

合計 16件 約1億1,112万円
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3件
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3件
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３ 



２ 防犯等に関する佐賀市の主な取組状況 

   ※赤字は令和 4 年度以降の新規の取組 

取組名 内容 

出前講座 

・主に地域の高齢者や、幼稚園等の施設を対象に実施 

・知能犯の増加傾向を受けて、講座メニューとして「まちかど防犯講座」

に加え令和 5 年度から「特殊詐欺について」を新設し、啓発を強化 

・実施回数の増を目指して、合わせて広報を強化していく予定 

≪講座実績≫ 

R1 年度 R２年度 R３年度 R4 年度 

８回(929 ⼈) ７回(928 ⼈) 7 回(287 ⼈) 4 回(405 ⼈) 

※R4 年度は 12 月末時点 

中学校向け防犯教室 

・佐賀市暴⼒団排除条例に基づき、毎年市内の全ての中学校（18

校）で防犯教室を実施（市が 12 校、県警が 6 校対応） 

・内容は、暴⼒団加⼊防止、薬物乱⽤防止等 

防犯カメラの設置、運⽤ 

・⼈の往来の多い佐賀駅、バスセンター及びエスプラッツに市が防犯カメ

ラを設置・管理している（駅周辺︓16 台、バスセンター︓4 台、エス

プラッツ周辺︓12 台、合計 32 台） 

・周辺で事件等が発生した場合は、必要に応じて警察へ情報提供も

⾏っている。 

≪警察への情報提供件数≫ 

区分 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

駅・BC 12 件 14 件 26 件 16 件 

ｴｽﾌﾟﾗｯﾂ 35 件 15 件 13 件 7 件 

計 47 件 29 件 39 件 23 件 

 ※R4 年度は 12 月末時点 

SNS、市報、HP 等での

啓発 

・佐賀市公式 LINE でマッチングアプリでの投資詐欺などの特殊詐欺防

止の内容を不定期で配信（令和 4 年は 3 月と 9 月に配信） 

・佐賀南署からの還付⾦詐欺注意喚起の内容を 5 月 1 日号市報に

掲載 

・市 HP 上に「県警安全サポート情報」を掲載 

・特殊詐欺の被害が若年化してきている状況を踏まえ、今後も積極的

に SNS（LINE や Twitter）を活⽤して広報啓発を⾏っていく。 

 

４ 



   ※赤字は令和 4 年度以降の新規の取組 

   取組名 内容 

犯罪被害者等支援 

・生活安全課を「犯罪被害者総合相談窓口」として、被害者支援ネッ

トワーク佐賀 VOISS とも連携しながら各種相談を受付 

≪生活安全課への相談状況≫ 
Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 R4 年度 

３件 ４件 ７件 2 件 

※R4 年度は 12 月末時点 

≪VOISS への相談状況（佐賀市分）≫ 
Ｈ30 年度 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 

258 件 322 件 324 件 222 件 

※R3 年度で多い相談内容︓強制わいせつ（34 件）、強制性交等（23 件） 
 
・毎年、年度当初に佐賀 VOISS 職員や県の犯罪被害者支援コーデ

ィネーターを講師とした庁内研修を実施し、関係課職員のスキルアップ

を図っている。 

・毎年、県、県警、VOISS、市の４者主催で「犯罪被害者支援フォー

ラム」を開催（令和 4 年度︓11 月 24 日、メートプラザで開催、参

加者は約 130 名） 

・「佐賀市犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等の経済

的負担の軽減等を目的として⾒舞⾦を支給 

≪⾒舞⾦の支給状況≫ 
Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 R4 年度 

０件 １件 3 件 0 件 

※R4 年度は 12 月末時点 

街頭啓発活動 

・毎年、広く市⺠に生活安全に関する啓発を⾏うため「安心安全なまち

づくりキャンペーン」を実施 

・令和 4 年度は、実施場所を佐賀駅からゆめタウン佐賀に変更し、啓

発内容も近年巧妙化しているニセ電話詐欺やマッチングアプリ詐欺など

の特殊詐欺防止に焦点を絞って実施（実施日︓12 月 19 日） 

 

  

５ 



※赤字は令和 4 年度以降の新規の取組 

取組名 内容 

児童⾒守りサービスの導入 

（教育委員会、R5〜） 

・郵便局の地域ネットワーク及び㈱otta のサービスを活⽤し、児童の

⾒守りサービスを開始予定 

・小型の⾒守り端末を児童が持つことで、郵便局やコンビニなどの「⾒

守りスポット」を通過した記録が保護者等で確認できるサービス 

・令和 5 年度から一部小学校の新⼊生全員及び 2 年生以上の希

望者に⾒守り端末を無償配布予定（対象校は選定中） 

・並⾏して、⾒守りスポットの拡大を図っていく。 

※事業の詳細は別添報道発表資料のとおり 

 

  

６ 



 議事２ 防犯カメラに関する施策について  

 

１ 佐賀市における防犯カメラに関する現在の施策 

（１）本市による直接設置 

    街頭設置の防犯カメラとして、⼈の往来の多い佐賀駅及びバスセンター周辺、エスプラッツ外周壁に設

置し、犯罪の抑止を図っている。また、周辺で事件等が発生した場合は、警察へ防犯カメラのデータを提

供し、捜査への協⼒を⾏っている。 

    ≪設置状況≫ 
設置場所 台数 

 駅周辺 16 台 
 バスセンター待合室 4 台 
 小計 20 台 
エスプラッツ周辺 12 台 

総計 32 台 

     ※公共施設の防犯を目的としたカメラは除く 

    ≪警察への情報提供件数≫ 

 

 

 

     

     ※令和 4 年度は 12 月末時点の件数 

 

（２）佐賀地区防犯協会の助成 

    佐賀地区防犯協会では、平成 29 年度から地域（⾃治会、事業所など）が新たに設置する防犯カ

メラに対し、5 万円/申請 の助成を実施している。 

   ≪助成実績≫ 

年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

助成件数 0 件 5 件 7 件 10 件 4 件 6 件 

    ※令和 4 年度は 12 月末時点の件数 

  

年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

佐賀駅・BC 12 件 14 件 26 件 16 件 

エスプラッツ 35 件 15 件 13 件 7 件 

合計 47 件 29 件 39 件 23 件 

７ 



 

２ 防犯カメラの施策に関する課題 

  以前から、市議会議員や地域の住⺠から繁華街や通学路に対する防犯カメラの設置について要望が上

がっている。防犯上必要性の高い場所にピンポイントに防犯カメラを増やす施策として、①市が直接増設す

る、②市が助成制度を設ける、③佐賀地区防犯協会の助成制度を拡充する  などの⼿法が考えられる

が、以下の３つの大きな課題があるものと考えている。 

 課題１︓設置、維持管理に係るコスト 

 課題２︓設置後の管理主体及び管理体制（誰が、どのように管理するか） 

 課題３︓プライバシーの保護 

 

 

３ 検討中の施策について 

会議当日 追加資料を配布予定 
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佐賀市生活安全推進協議会　委員名簿

No 所属団体名 氏名 協議会
役職

1 佐賀大学芸術地域デザイン学部 山口　夕妃子 会　⻑

2 佐賀市⻘少年健全育成連合会 宮﨑　和彦 副会⻑

3 佐賀市自治会協議会 石井　孝嗣

4 佐賀市地域婦人連絡協議会 坂田　艶子

5 佐賀市⺠⽣委員児童委員協議会 吉浦　利清 欠席

6 佐賀市身体障害者福祉協会連合会 池田　敏憲

7 佐賀市子ども会連絡協議会 石丸　正信

8 佐賀市ＰＴＡ協議会 伊東　悦子

9 佐賀県⾼等学校⻑協会 廣重　昭博

10 ⽇本郵便株式会社　佐賀中央郵便局 姉川　祐紀

11 佐賀商工会議所 貝原　真由美

12 佐賀新聞社 山口　功規

13 ＮＨＫ佐賀放送局 上村　晴彦 新

14 株式会社サガテレビ 時⾥　優 欠席

15 佐賀南警察署 川⻄　宏 新

16 佐賀北警察署 山口　英 新

17 佐賀市 池田　一善 新

18 佐賀市教育委員会 中村　祐⼆郎
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1/2 

○佐賀市生活安全推進条例 

平成１７年１０月１日 

条例第２３号 

改正 平成１９年９月２５日条例第１３５号 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の生活安全意識の高揚、自主的な生活安全活動の推進及び

生活安全のための環境整備を図り、もって安全で住みよい社会を実現することを目

的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる施策を実施するものと

する。 

（１） 市民の生活安全意識を高揚させるための啓発活動 

（２） 生活安全に対する市民の自主的活動の推進 

（３） 生活安全のまちづくりに向けての環境整備 

（４） 前３号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 

２ 市長は、前項に規定する施策の実施に当たっては、当該施策に関係する機関、団

体等との連絡及び調整を図るとともに、佐賀市生活安全推進協議会の意見を聴くも

のとする。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、この条例の目的を達成するための施策が効果的に行われるよう協力

するとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。 

（生活安全推進協議会の設置等） 

第４条 生活安全に関する施策に関し協議を行うため、佐賀市生活安全推進協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、委員２０人以内で組織する。 

３ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 市民の生活安全に関係する行政機関の職員等 

（３） 地域の生活安全推進のために活動する団体の代表者 

（４） 前３号に掲げるもののほか、生活安全に関し識見がある者で市長が必要と

認めるもの 

４ 協議会の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 市長は、必要があると認めるときは、協議会に佐賀市生活安全推進連絡会議を置

くことができる。 

（会長及び副会長） 
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第５条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議等） 

第６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、意見又

は説明を聴くことができる。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 協議会の庶務は、市民生活部において処理する。 

（表彰） 

第７条 市長は、生活安全活動に関して功績のあった者に対して、表彰を行うことが

できる。 

（補則） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 合併前の大和町防犯推進に関する条例（平成７年大和町条例第２０号）第７条及

び富士町防犯条例（平成７年富士町条例第１７号）第６条に規定する防犯推進員は、

この条例の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日までに限り、合併前の例によ

り設置することができる。 

（川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置） 

３ 編入前の川副町防犯条例（平成６年川副町条例第１８号）第７条に規定する防犯

サポーター、東与賀町防犯条例（平成７年東与賀町条例第１３号）第７条に規定す

る防犯推進員及び久保田町防犯条例（平成７年久保田町条例第１５号）第７条に規

定する防犯推進員は、この条例の規定にかかわらず、川副町、東与賀町及び久保田

町の編入の日から平成２０年３月３１日までの間に限り、編入前の例により設置す

ることができる。 

（平１９条例１３５・追加） 

附 則（平成１９年９月２５日条例第１３５号） 

この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 
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